
第 53 期高知地方最低賃金審議会第 1 回「電子」特別小委員会議事要旨 

１ 開催日時 令和 4 年９月８日 午後１時 55 分から午後３時 57 分 

２ 開催場所 高知労働局 

３ 出席状況 公益代表委員   ２名 

       労働者代表委員 ３名 

       使用者代表委員 ３名 
４ 議題・議事要旨 

(1) 座長の選出について 
   座長が選出された。 
(2) 高知県電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業最低賃

金「改正決定」審議に関する意見聴取 
電子部品等製造業を営む使用者１名から、コロナ感染症や国際情勢による経営への影響な

ど、高知県内外の業界を取り巻く実情について意見聴取が行われた。 

(3) 改正決定の必要性について 

 ① 労働者代表委員の主張 

・社会のデジタル化や IOT 等に電機産業のものづくりなどを活かすことにより、経済成長、

社会貢献及び新たな雇用の創出に寄与することが期待でき、その発展を支える優秀な人

材の確保の面からも金額改定が必要である。 

・電機連合加盟組合における企業内最低賃金は高知県においても引上げられており、同じ

産業で働く労働者の公正な賃金決定と均等・均衡処遇の実現に向け、電機連合加盟組合

の企業内最低賃金と電子部品等製造業最低賃金との格差改善が必要である。 

   ・地域別最低賃金は、すべての労働者を対象としているのに対し、特定(産業別)最低賃金は

基幹的労働者が対象であり、これまで、労使で議論してきた産業の発展、人材確保、電

機産業の魅力を高めるためにも金額改定が必要である。 

   ・中国四国地方でみると電子部品を含む電気機械器具製造関連製造業の特定最低賃金は、

他の製造業と比較して低い状態であり格差改善が必要である。 

② 使用者代表委員の主張 

・本県の電子業界は下請け主体の中小企業であり、その作業内容を踏まえると地域別最低

賃金より高くするという客観的な理由は見当たらない。 

・本県の電子・デバイス等製造業の事業者数や従業員数は、大幅に減少している状況にあ

る。 

・本県は受注先を県外企業に求めざるを得ない状況に加えて、輸送コスト等地理的ハンデ

ィ等も抱えている中、経営努力によりなんとか事業を継続している実態にあることから、

地域の雇用の場として企業の存続を最優先に考えるべきである。 



   以上の状況から、大幅な引上げとなった地域別最低賃金を上回る改定を行う客観的な理

由はなく、特定最低賃金を昨年から地域別最低賃金が上回っており廃止すべきである。 

③ 改正決定の必要性について、労使の主張の隔たりを埋めるべく審議を重ねたが、労使

の主張に歩み寄りはなく、特定最低賃金改正の必要性の有無について全会一致に至らず、

必要性有りとの結論に達しなかった。 

   

 

 


